
ノ
ト

且
一
日
越
中
銭
久
米
脳
細
、
そ
の
官
舎
に
於
い
て
袋

を
川
町
っ
た
が
、
凶
守
大
伴
家
持
先
づ
時
品
を
詠
じ
、

遊
女
土
問
も
之
に
利
し
た
か
ら
、興
趣
忽
ち
日
潮
し
、

乙
業
も
亦

『
安
刻
余
田
昌
技
、
部前盟
豆
伐
許
製
牟
、
保

管
等
製
折
、比
間
守
欲
情
可
民
問
、古
非
利
多
流
加
除
。
』

の
駄
を
吟
じ
た
。
常
時
能
殺
は
趨
自
に
邸
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

ノ
ト
ノ
カ
イ
ザ
ン

能
登
の
海
産

安
永
岡
山
の
笛

記
に
能
殺
の
お
援
物
と
そ
の
夜
地
と
を
次
の
如
〈
縦

せ
て
あ
る
。
鯨
門
臥
主
制
践
校
、
珠
洲
郡
勿
縦

・
小

木
)
。
舗
(
臥
主
制
鵜
川
・際
彼
〕
。
筑
鱒
ハ
臥
百
十
郡
松

川

)omハ臥一
r
m拙以
前
・字
削
椋
U
O

抑
制
鰐
〈
邸
主
制

矢
披
・字
削
鮒
U

。
ひ
ら
き
似
〈
珠
洲
郷
小
木
)
。
も
み

mp珠
洲
郷
小
木
)
。

-十
似
〈
臥
奈
川
七
前
向
・限
伎
、
珠

洲
榔
小
木
〉

o
mの
切
出
ハ
珠
洲
郡
小
木
)
。
幅
削
郎
〈
羽

咋
泌
風
戸
風
無
・
千
、品川
・赤
附
・前
節
、風
主
制
皆
月
・

大
仰
〉
。
き
ず
し
儲
(
臥
京
都
深
見
U

。抑制
子
ハ
臥
宝
山

沢
十
洲
・加納入
U
。
干
郎
門
限
車
部
官
補
)
。
錫
ハ
珠
洲

加
小
浦
・国…同一脇
・
小
木
・越
坂
v
o
-十
日
川
賊
(
臥
長
術
館

彼
d

円
川
仙
の
型
作
(
臥
-会
制
限
披
・珠
洲
川
小
木
v
。
白

鳥
川
出
ハ
風
車
郁
隙
披
〉
。
張
蛸
〈
臥
富
山附柑刷
出
地
・股
制
・

赤
榊
・古口抑
・皆
且
・輸
局
U
o
抱
戸
刑制咋
都
大
念
寺
新
・

一則揃
・牛
下
・
位
制
・七
的
・風
戸
・
風
無
・赤
附
、
出
品

川
厳
向
、
臥
主
州
制
叫
制
品
川口川
)
。
町
駅
4
ハ
臥
宇
一
端
納
品
川

血川U
。
古
川
町
山
岨
ハ
郎
、
川
端
泊
地
〉
。
九
瓜
疋
(
珠
洲
榔
小

木
〉
。

H
宗
納
子
物
(臥
主
梢
皆
川
』

)
o
h以
脳
〈
側
一
京

都
山
・
阿
南
)
o
m
申
協
同
叫
(
胞
ぬ
部
閉
訓
告
・
佐
佐
・向

m
-

山
・闘
・
牢
捕
、
問
主
州
州
中
居
間
}
。

口
裕
胤
(
郎
防
部

小
島
・
除
問
・
長
浦
〉
。
壁
際
苔
〈
訓
羽
咋
榔
尚
三
県
川
探

苔
ハm
羽
咋
郡
前
揃
・午
下
・位一師
、
臥
京
別
出
融
開
・深
見
・

育訓州
・五
十
洲
・
松
人
・倒
れ
れ
州
)
。
級
協
苔
〈
臥
一
歩
榔

際
部
・帥
免
陪
〉
。
恕
仰掃
討
的
門
用
羽
咋
郡
七
お
・領
家
町
)。

際
主
ハ
胞
ぬ
郡
神
仲
間
小
枚
、臨
主
制
色
町
・判例木
・芯
e

ノ
ト
ノ
グ
ウ
ケ

能
堂
の
郡
家
一
イ
一
朝
一
の
頃
、
郡

司
の
政
務
そ
行
ふ
加
を

m'aと
も
部
院
と
も
い
う

た
。
今
能
殺
の
郡
家
の
所
在
に
就
い
て
冨
」
と
、
刑制

咋
加
の
川
公
証
は
羽
町
に
あ
る
。
式
内
刑
制
咋
耐
枇
こ
i
h

に
銀
座
し
、
凶
諮
以
降
の
治
問
削
で
、
中
川
肌
に
は
刑
制
咋

百
院
と
呼
ば
れ
た
。
能
号
制
に
は
式
内
能
常
生
凶
玉

比
古
跡
制
が
あ
る
。
同
社
は
今
の
腿
応
部
金
丸
村
に

閉
山
鹿
し
、
小
川
凶
々
挫
の
耐
で
あ
る
か
ら
、
能
b
F
H

凶
諮

の
耐
た
る
郡
司
も
、
亦
此
の
附
近
に
治
し
た
ら
う
と

忠
は
れ
る
が
、
や
が
て
凶
府
附
近
海
岸
の
利
仰
の
地

に
移
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
聞
は
今
知
り
得
ぬ
。
臥

奈
加
に
は
式
内
臥
京
比
古
制
批
が
あ
る
。
日
本
地
理

志
料
に
は
、
和
名
抄
を
怖
ひ
て
悶
吏
岬
却
を
立
セ
、
承

久
三
年
注
巡
の
能
資
凶
回
数
回
抗
日
に
は
鴎
主
院
が
あ

り
、
今
臥
京
川
の
河
内陣
中
段
の
小
母
子
に
院
の
馬
場
が

ノ
ト
ノ
キ
ヤ
ク
イ
ン
能
登
の
客
院

短
武
天
阜
市

延
阿
世
三
年
六
月
品川
七
日
の
幼
に
、『
凶
年
幼
海
閥
の

来
る
こ
と
多
く
能
殺
凶
に
在
。
。
停
宿
の
雌
傑
簡
な

る
べ
か
ら
ず
。
立
し
く
早
〈
容
院
を
造
る
ベ
し
。
』と

あ
る
。
符
院
と
は
、
越
前
に
於
け
る
松
阪
客
館
の
顎

で
、
都
仲
竹
を
流
留
せ
し
め
る
所
で
あ
る
。

能
殺
の
客

院
が
来
し
て
駿
成
し
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
ん
品
川
彼
の
狭
山
が
例
措
を
一
慨
す
る
こ
と
甚
だ
し

〈
、
沿
泊
の
γ
H
姓
亦
そ
の
軒
以
に
略
へ
な
か
っ
た
に
拘

ら
ず
、
此
の
如
き
勅
命
の
あ
っ
た
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、

い
か
に
籾
廷
が
湖
恨
の
来
政
を
飲
迎
し
、
凶
家
の
而

門
を
維
持
す
る
に
急
で
あ
っ
た
か
を
策
す
る
に
雌
〈

な
い
。

浦
・新
附
・内
捌
・中
間
相
南
〉
。
綜
松
(
山
島
郡
白
出
山
・誼

禄
・筑
紫
・野
附
百
貨
筑
ハ
珠
洲
郡
醤
油
・四
方
山
・，
I

壁
・日山山附
・主
総
・寺
家
・狽
慌
・川
捌
・折
戸
・一一両屋
・馬

諜
・大
谷
〉
。
玉
筑
ハ
珠
洲
部
税
制
・飯
山
・鹿
野
・正
院
・

川
氏
・
蛸
円
川
J

。

六
五
七

あ
る
も
の
は
、
買
に
部
院
の
在
っ
た
所
で
あ
ら
う
。

一
る
を
不
似
と
し
た
如
〈
、
越
中
に
殺
せ
し
め
て
も
亦

文
珠
洲
の
郡
家
は
正
院
に
在
っ
た
で
あ
ら
う
o
大
日

一
不
似
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
六
年
そ
経
た
袋
、
学
期
雌
天

本
地
名
鮮
明
百
に
は
、
美
泌
凶
益
老
郡
折
戸
が
古
の
多
一
奈
の
時
一
件
び
越
市
か
ら
分
淵
濁
立
せ
し
め
ら
れ
た。

慈
却
の
郡
家
で
あ
っ
た
例
を
引
主
、
本
部
折
戸
を
り

一
そ
の
一
作
む
に
倒
し
て
は
叉
約
日
本
紀
天
M
T
貸
字
元
年

て
之
に
援
し
、
E
院
は
若
倭
一
郷
の
穀
倉
院
を
箇
い
一
五
月
乙
卯
(
入
日
v
の
勅
に
、
『
北
(
能
鷲
安
局
和
泉
等
同

た
所
で
あ
る
と
論
ず
る
が
、
そ
の
必
ず
し
も
然
ら
ざ
一
依
M

部
分
立
。
』
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

る
は
、
承
久
=
一年
注
迭
の
能
号
凶
間
数
百
録
に
珠
洲

一
合
一
〉
同
総
の
出
自
l
能
殺
の
凶
活
は
部
名
と
問
じ

正
院
と
記
し
て
あ
ろ
を
以
て
知
ら
れ
る
。

一
〈
、
附
活
時
代
の
能
等
凶
か
ら
恕
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ノ
ト
ノ
タ
ニ

能
登
園
〈
一

〉
能
殺
の
置
凶

l
能

一
類
名
に
は
若
狭
に
能
営
郷
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
或
は

葱
凶
は
、
凶
造
時
代
に
於
け
る
羽
咋

・
能
等
の
二
同

一
こ
の
凶
蹴
を
能
常
生
凶
玉
比
古
前
祉
法
ぴ
能
宥
比
咋

で
、
三
陸
の
制
止
な
る
に
及
び
て
は
位
前
闘
に
総
邸

一
制
崩
あ
る
に
よ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

し
て
ゐ
た
。
そ
の
初
め
て
分
立
し
た
の
は
元
正
天
皇
一
本
末
を
蹴
倒
し
た
設
で
あ
ら
う
。

の
時
に
在
る
が
、
加
賀
の
揚
今
に
於
け
る
如
く
、
位

一〈一一一)
能
殺
の
級
研

l
能
殺
の
縫
奥

・
水
平
そ
の
他
の

凶
の
政
併
を
説
明
し
た
宮
符
を
見
る
こ
と
を
得
ぬ
o

一
刻

mに
し
て
、
六
凶
史
等
に
見
え
た
も
の
は
次
の
迎

た
ど
凶
府
を
断
る
こ
と
俄
り
に
法
〈
、
部
内
の
脱
大

一
り
で
あ
る
。
作
仁
天
公
天
平
貸
手
六
年
一
一
一
月
引
九
日
、

に
地
ぎ
た
俗
で
あ
る
こ
と
は
、
悶
よ
b
之
を
推
察
す

一
能
A
P
卒
す
る
を
以
て
賑
給
せ
ら
れ
、
同
七
年
六

H
H

る
に
難
〈
た
い
o
そ
の
笹
川
問
の
年
月
に
就
い
て
は
、

一
一
日
文
飢
ゑ
て
阪
給
せ
ら
れ
た
o
光
仁
天
泉
町
叫
飽
紅

約
日
本
紀
に
『
盤
老
二
年
戊
午
沼
且
乙
未
(
一
一
日
)
一
年
三
且
什
二
日
、能
積
V
〈
飢
ゑ
て
阪
紛
せ
ら
れ
、流
血

川
=
越
前
倒
之
羽
咋
能
且
官
邸
宝
珠
洲
間
協
】
始
也
z
能

一
+
一
年
五
且
イ
凶
日
に
は
、
機
製
の
山酬
を
M
M
乏
す
べ

資
問
。』
と
あ
る
も
の
即
ち
是
で
、
凶
史
の
担
辿
緩
め

↑
か
ら
ず
と
て
、
能
殺
監
す
の
日
間
闘
に
蛇
酬
を
仙

へ
し
め
b

て
附
々
で
あ
る
。
然
る
に
和
名
抄
に
は
誌
老
二
年
越

一
れ
た
。
恒
武
夫
以
の
笹
川
m
四
年
十
周
十
日
、
去
ろ
七

中
凶
を
例
い
て
こ
の
凶
を
也
く
と
い
ひ
、
同
凶
の
凶

↑
八
且
能
者
に
大
風
が
あ
h
、
五
教
的
俗
し
て
百
姓
飢

名
部
に
趣
泊
二
年
内
民
越
申
凶
を
捌
い
て
之
を
也
〈

一
悩
し
た
る
を
以
て
、
伎
を
地
は
し
て
之
を
阪
給
ゼ
ら

と
し
、
長
代
犯
に
榊
師
四
円
以
芸
二
年
内
午
越
前
凶
凶
側

一
れ
た
o
延
何
十
一
年
六
月
十
凶
日
の
太
政
官
符
に
は
、

を
附
い
て
こ
の
凶
を
側
め
た
と
す
る
の
類
、
皆
郡
山

一『
今
詩
凶
の
兵
士
、訟
裂
を
除
く
の
外
皆
停
援
に
従

へ

を
烈
っ
て
ゐ
る
o
況
や
線
開
T
腕
袋
胞
の
弘
仁
十
四
年

一
り
。
共
の
兵
mm
-
鈴
縦
及
び
閥
附
容
の
顎
は
、
日
し

突
卯
能
資
制
酬
が
脆
い
か
ら
四
都
に
分
か
っ
て
能
積
凶

一
〈
他
%
を
出
血
し
て
以
て
守
衛
に
任
ず
ベ
し
0
』
と
あ
っ

に
し
た
と
い
ふ
も
の
は
、
加
到
分
凶
の

mを
出
じ
た

一
て
、
乃
ち
能
殺
の
他
見
を
定
め
て
玉
十
人
と
な
し
た
。

も
の
で
噴
阪
に
値
す
る
o
さ
て
芭
闘
の
後
、
製
武
夫

一
延
Mm引
一
年
九
且
三
日
、
能
管
制
仰
の
一
白
姓
に
刺
段

目止
天
平
十
三
年
十
二
且
十
日
に
京
り
、
能
回R
を
一
凶

一
を
犯
じ
、
た
ど
淵
の
み
を
徴
せ
ら
れ
、
同
サ
三
年
十

と
す
る
の
似
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う

一
且
H
七
日
に
は
、
桑
械
の
削
じ
た
る
が
銘
に
今
年
の

か
、

一
た
び
そ
れ
を
越
中
に
併
合
せ
し
め
た
が
、
耐

一
前
十
分
の
七
を
必
ぜ
ら
れ
た
o
次
い
で
延
Mm甘
間
引

も
能
E
R
は
海
申
に
斗
出
す
る
宇
烏
で
、
越
前
に
図
す

一
七
且
甘
四
日
、
伎
を
訟
は
し
て
能
殺
の
珠
訓
郡
に
出


